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<summary>
1998 年 6 月 24 日に POPs に関する UN/ECE 議定書は採用され、引き続きヨーロッパ、
北アメリカ、ヨーロッパ共同体の 35 ヶ国によって調印された。その議定書の目的は POPs
の放出、消失を制限し減少させなくすことであり、農薬、工業化学品、前駆体や不純物な
ど 16 物質の POPs に焦点を合わせている。この議定書は使用の制限と削除、またダイオ
キシン類においては国際的な年間排出量削減を盛り込んでいる。そして POPs の地球規模
の拡散を抑制するのに重要な貢献をし、 POPs に新しい物質を加えるための規定を含めた
組織の改善と長期モニタリングに提供している。
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